
別記２ 被災農業者向け経営体育成支援事業

第１ 事業の実施等

１ 事業の実施方針

本事業は、事業実施主体が、被災農業者経営支援計画（気象災害による農業被害を受けた

農産物の生産に必要な施設の再建等のため、具体的な取組内容及びその成果目標を定めたも

のをいう。以下「被災支援計画」という。）を作成し、３に掲げる成果目標の達成に向けて

実施する助成事業に対して支援するものとする。

２ 事業内容

（１）融資等活用型補助事業

ア 助成対象者

事業実施主体は、気象災害による農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団

体であって、農産物の生産に必要な施設等について、気象災害による農業被害を受けた旨

の証明を市町村長から受けた者を対象として助成を行うことができるものとする。

イ 助成対象となる事業内容等

（ア）助成の対象となる事業内容は、助成対象者が自らの経営のために行う次に掲げるもの

であって、別途経営局長が対象となる災害ごとに定める内容に沿ったものとする。

ａ 農産物の生産に必要な施設の復旧又は気象災害による農業被害前の当該施設と同程

度の施設の取得

ｂ 農産物の生産に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入

ｃ ａと一体的に復旧し、又は取得する附帯施設の整備

ｄ 農産物の生産に必要な農業用機械（耐用年数を経過したもの及び修繕により利用で

きるものを除く。）及び附帯施設（修繕により利用できるものを除く。）の気象災害

による農業被害前と同程度の農業用機械及び附帯施設の取得

（イ）（ア）のａからｄまでの事業内容は個々の事業内容ごとに次に掲げる基準を満たすほ

か、本事業に要する経費についてプロジェクト融資を受け、又は地方公共団体による予

算の上乗せ措置（地方公共団体単独事業を含む。）による支援を受けているものとする。

ａ 個々の事業内容について、事業実施年度内に完了する取組であること。

ｂ 本事業以外の国の補助事業の対象として実施するものでないこと。

ｃ （ア）のｄにあっては、地域において農業経営の改善を図るための取組に係る目標

を設定していること。

（ウ）プロジェクト融資の対象となる資金は、次に掲げる機関が貸付を行う資金又は法律若

しくは地方公共団体の条例等に基づき貸付を行う資金とする。

ａ 農業協同組合

ｂ 農業協同組合連合会

ｃ 農林中央金庫

ｄ 株式会社 日本政策金融公庫

ｅ 沖縄振興開発金融公庫

ｆ 銀行

ｇ 信用金庫

ｈ 信用協同組合

ｉ 都道府県

ｊ 市町村

（２）追加的信用供与補助事業

ア 助成対象者

事業実施主体は、プロジェクト融資について次に掲げる内容を満たす保証制度を確立

する基金協会を対象として助成を行うことができる。

（ア）プロジェクト融資について、原則として融資対象物件以外の担保及び同一経営の範

囲内の保証人以外の保証人のない保証を行うものとし、当該保証に係る被保証者ごと

の保証限度額を次の水準に設定すること。
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ａ 認定農業者に貸し付けられるもの

個人３，６００万円（法人にあっては７，２００万円）

ｂ 認定農業者以外の者に貸し付けられるもの

個人３，０００万円（法人又は任意団体にあっては６，０００万円）

（イ）融資機関（保証保険法第２条第２項に掲げる融資機関に限る。）が行う保証保険法

第８条第１項第１号及び第２号に掲げる資金の融資を広く保証対象とすること。

（ウ）プロジェクト融資に係る保証を行う場合には信用基金の保険に付すること。

（エ）基金協会と融資機関との間において締結する債務保証契約において、毎年度、基金

協会の負担に係る追加的信用供与の求償権償却額の10％に相当する金額を融資機関が

基金協会に拠出する旨を定めること。

イ 助成金の使途等

（ア）基金協会は、事業実施主体から助成を受けた助成金について、当該事業実施主体の

区域内のプロジェクト融資に係る債務の保証のための基金として、保証保険法第９条

各号に定める方法により管理しなければならないものとする。

（イ）基金協会は、（ア）の助成金を本事業以外の事業等の経費と区分して管理しなけれ

ばならないものとする。ただし、地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業における

追加的信用供与事業、地域雇用拡大型農業経営確立緊急対策事業における追加的信用

供与事業及び経営体育成交付金における追加的信用供与補助事業については、この限

りでない。

（ウ）基金協会は、（ア）の助成金について、当該基金協会の区域内の保証付きプロジェ

クト融資を対象として、次に掲げる経費に充てることができるものとする。なお、地

域担い手経営基盤強化総合対策実験事業における追加的信用供与事業、地域雇用拡大

型農業経営確立緊急対策事業における追加的信用供与事業及び経営体育成交付金にお

ける追加的信用供与補助事業により交付された助成金等の精算が終了していない場合

は、当該事業に係る融資を対象に加えることができるものとする。

ａ 保証付きプロジェクト融資の保証債務の弁済

ｂ 保証付きプロジェクト融資に係る求償権の償却に伴う費用への補てん

（エ）基金協会は、（ウ）において、保証保険法第11条に基づく経理区分ごとに管理する

（ア）の助成金を当該経費の帰属する経理区分に振り替えることができるものとする。

３ 成果目標等

（１）本事業の成果目標は、被災農業者の農業経営の維持とする。

（２）本事業の成果目標の目標年度は、事業実施年度とする。

４ 実施手続

（１）被災支援計画の作成

事業を実施しようとする事業実施主体は、次の事項を定める被災支援計画を作成するも

のとし、被災支援計画の作成に当たっては、関係機関等との調整を行うものとする。その

際の被災支援計画の作成は、被災農業者経営支援計画書（別紙様式第２－１号）により行

うものとする。

ア 被災の状況と復興方針

イ 成果目標

ウ 実施計画

エ その他必要な事項

（２）被災支援計画の承認等

ア 事業実施主体は、（１）で作成した被災支援計画を都道府県知事に提出し、その承認

を受けるものとする。

イ 都道府県知事は、アにより提出を受けた被災支援計画について、次に掲げる要件を全

て満たす場合に当該被災支援計画の承認を行うものとする。

（ア）取組の内容が本事業の趣旨に沿っていること。

（イ）助成対象者が今後も営農を継続する見込みがあること。

（ウ）取組の内容が、１の（１）のイの（イ）に該当するものであること。

- 42 -



（エ）被災前の施設等が国庫補助事業により整備された施設等である場合は、必要な調整

が図られているものであること。

（オ）別途経営局長が規定する内容に沿っていること。

ウ 都道府県知事は、当該被災支援計画の承認を行うに当たっては、その承認しようとす

る被災支援計画の成果目標の妥当性等について、地方農政局長と協議を行うものとする。

その際の成果目標の妥当性等の協議は、被災農業者経営支援計画成果目標妥当性等協議

申請書（別紙様式第２－２号）により行うとともに、被災支援計画を取りまとめた都道

府県別実施計画（別紙様式第２－３号）を作成し添付するものとする。

エ 事業実施主体は、承認を受けた被災支援計画に追加的信用供与補助事業に係る助成計

画が含まれる場合にあっては、当該事業実施主体が所在する地域を対象区域とする基金

協会に当該被災支援計画の写しを送付するものとする。

（３）事業の着工

ア 事業の着工（機械の発注を含む。）は、原則として補助金の交付決定に基づき行うも

のとする。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむ

を得ない事情によるときは、都道府県及び市町村が定める交付規則等における交付決定

前着工に関する規定に基づき、助成対象者から事業実施主体に交付決定前着工届（別紙

様式第２－４号）が提出されている場合に限り、交付決定前に着工することができるも

のとする。この場合、事業実施主体は、交付決定前着工届（別紙様式第２－４号）を都

道府県知事に提出するものとする。なお、被災支援計画の承認前に着工したものにあっ

ては、この限りでない。

イ アの事業の着工に当たっては、入札又は見積もり合わせを行うなどにより事業費の低

減に努めるものとする。

ただし、被災支援計画の承認までに実施したものは、この限りではないが、別途経営

局長が定めた災害対策の実施に係る日以降は、都道府県は、入札若しくは見積もり合わ

せを行うなどにより事業費の低減に努めるよう事業実施主体を指導するものとする。

ウ 事業実施主体は、アにより交付決定前に着工する場合は、事業の内容が的確となり、

かつ、補助金の交付が確実となってから着工するものとする。

また、この場合、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失費用は自らの責任と

することを了知の上で行うものとする。

なお、事業実施主体は、交付決定前に着工した場合には、交付申請書の備考欄に着工

年月日及び交付決定前着工届の日付及び文書番号（（２）のアの被災支援計画の承認前

に着工した場合にあっては、着工年月日）を記載するものとする。

エ 都道府県知事は、事業実施主体がアにより交付決定前に着工する場合は、事前にその

理由を十分検討して必要最小限に留めるよう事業実施主体を指導するほか、着工後にお

いても必要な指導を十分に行うことにより事業が適正に行われるようにするものとす

る。また、都道府県知事は事業実施主体が（２）のアの被災支援計画の承認時点で着工

している場合は、被災支援計画の承認後において必要な指導を十分に行うことにより事

業が適正に行われるようにするものとする。

オ 事業実施主体は、助成対象者が本事業に着工した場合には、着工届（別紙様式２－５

号）を提出させるものとする。ただし、アの交付決定前着工届を提出し、又は被災支援

計画の承認前に着工した場合にあっては、この限りはない。

５ 被災支援計画の重要な変更

被災支援計画の重要な変更は、次に掲げるものとし、４の手続に準じて行うものとする。

（１）事業の中止

（２）事業費又は事業量の３割を超える変更

６ 事業の完了

（１）本事業は、原則として３の（２）により承認を受けた年度において事業を完了するもの

とする。

（２）事業実施主体は、助成対象者が事業を完了した場合には、竣工届（別紙様式２－６号）

を提出させるものとする。
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この場合、事業実施主体は当該届出に基づく出来高の確認を行い、不適正な事態がある

場合は、助成対象者に手直し等の措置を指示し、事業の適性を期すものとする。

７ 整備した施設等の管理運営等

事業実施主体等は、整備した施設等を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改

築等を行い、その設置目的に即して最も効率的な運用を図り適正に管理運営するものとする。

（１）管理方法

ア 事業実施主体は、助成対象者が整備した施設等について、助成金の交付目的に沿った

適正な管理を行わせるため、耐用年数表に相当する期間に準じて処分制限期間を設定し

なければならない。

イ 事業実施主体等は、施設等の管理状況を明確にするため、財産管理台帳を備え置くも

のとする。

ウ 事業実施主体等は、施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、

施設等の管理運営日誌又は施設利用簿等を適宜作成し、整備保存するものとする。

（２）財産処分の手続

事業実施主体は、助成対象者が整備した施設等について、（１）のアで設定した処分制

限期間内に、当該助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担

保に供しようとするときは、事業実施主体は、補助金適正化法第22条に準じた財産処分と

して、事業実施主体が定める助成金の交付の手続及び返還要件等に関し基本的な事項を規

定した交付規則等に基づき、別紙様式第２－７号により事業実施主体の承認を受けさせる

ものとする。また、事業実施主体は、当該申請の内容を承認するときは、財産処分の基準

等に留意し、その必要性を検討しなければならない。

（３）災害の報告

事業実施主体は、助成対象者が整備した施設等について、処分制限期間内に天災その他

の災害を受けたときは、直ちに、別紙様式第２－８号により、助成対象者に報告させるも

のとする。

（４）増築等に伴う手続

事業実施主体は、助成対象者が整備した施設等の移転、更新又は生産能力、利用規模、

利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築等を当該施設等の処分制限期間内

に行うときは、あらかじめ、別紙様式第２－９号により、助成対象者に報告させるものと

する。

第２ 事業の評価

１ 事業実施主体は、目標年度における被災支援計画に定められた成果目標の達成状況につい

て自ら評価し、その達成状況を被災農業者向け経営体育成支援事業目標達成状況報告書（別

紙様式第２－10号）により都道府県知事に報告するものとする。

２ 都道府県知事は、１の報告を受けた場合は、その内容について点検評価し、被災支援計画

に定められた当該年度における成果目標が達成されていないときその他必要と判断したとき

は、事業実施主体に対して改善計画を提出させるなど、適切な指導を行うとともに、この結

果を踏まえ、必要に応じ事業実施主体に対して指導を行うとともに、その点検評価結果及び

指導内容を地方農政局長に、翌年度の７月末までに報告するものとする。

３ 都道府県知事は、２の指導を行った結果、当該成果目標の達成に見込みがないものと判断

したときは、被災支援計画の変更、事業の中止など適切な措置を講じるものとする。

４ 地方農政局長は、２による報告を受けた場合は、成果目標の達成状況の評価を行うことと

し、この結果を踏まえ、必要に応じて都道府県知事を指導するとともに、北海道の場合を除

き、その点検評価結果及び指導内容を経営局長に報告するものとする。

第３ 国の助成措置等

１ 本文第７により国が行う補助の額は、以下により算定するものとする。

（１）融資等活用型補助事業

ア 事業実施主体ごとの補助率は１０分の３以内とし、被災支援計画に位置付けられた助
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成対象者の助成金の額を合計した額を補助するものとする。

イ 事業実施主体が助成対象者に交付する助成金の額は、以下の（ア）又は（イ）のいず

れか低い額を限度とする。

（ア）助成の対象となる復旧、取得又は修繕に係る施設等ごとに助成の対象となる事業に

要する経費に１０分の３を乗じて得た額

（イ）助成の対象となる復旧、取得又は修繕に係る施設等ごとに助成の対象となる事業に

要する経費から地方公共団体単独事業の補助金額及び融資額を控除した額

ウ 助成の対象となる復旧、取得又は修繕に係る施設が園芸施設共済に加入している場合

には、イで算定する助成金の額と園芸施設共済のうち特定園芸施設及び附帯施設の支払

共済金に２分の１を乗じて得た額の合計額が助成の対象となる事業に要する経費の２分

の１を超えないものとする。

（２）追加的信用供与補助事業

事業実施主体への補助率は定額とし、被災支援計画に位置付けられたプロジェクト融資

のうち保証付きプロジェクト融資の額の合計額に１５分の２を乗じて得た額に相当する額

を補助するものとする。

（３）附帯事務費

国は、予算の範囲内において、本事業の実施に関する事務及び指導・監督等に要する経

費の２分の１以内を補助するものとする。

なお、交付の対象となる附帯事務費の額は、対象となる事業に要する総事業費に本文別

表２に定める附帯事務費の率を乗じて得た額とし、補助対象範囲は、本文別表３に定める

とおりとする。

２ 国は、１で算定された額の合計額を都道府県に配分するものとする。

第４ 追加的信用供与補助事業の精算等

１ 都道府県知事は、基金協会に対して事業実施主体が交付した補助金について、基金協会か

らその状況について報告を受け、毎年度９月末までに地方農政局に報告するものとする。

その際、別記１の第５の１による報告を行う場合は、当該報告に併せて報告するものとす

る。

なお、この場合において、基金協会は、過去に実施した追加的信用供与補助事業が直接採

択事業を含む場合には、都道府県知事と協議の上、都道府県知事を経由せず地方農政局長に

直接報告することも可能とする。

２ 都道府県知事は、基金協会による保証付きプロジェクト融資に係る保証業務が終了した場

合、事業実施主体が交付した補助金について、次の算式により算定された額を当該基金協会

に返納させ、当該返納させた額を国庫に返還するものとする。

（Ａ）＝（Ｂ）－（Ｃ）

（Ａ）は、基金協会より返納を受け、国庫に返還する額

（Ｂ）は、基金協会が事業実施主体から交付を受けた補助金の合計額

（Ｃ）は、基金協会が第１の１の（２）のイの（ウ）のｂの経費に充てた額

３ 基金協会は、事業実施主体から交付を受けた助成金を第１の２の（２）のイの（ウ）のｂ

の経費に充てる場合には、次の算式により算定した額を信用基金に納付するものとする。

（Ａ）＝（Ｂ）×（Ｃ）／（Ｄ）

（Ａ）は、信用基金に納付する額

（Ｂ）は、償却補填経費に充てる補助金の額

（Ｃ）は、（Ｂ）の償却補填経費の原因となる求償権について、代位弁済を行ったときに信

用基金から受領した保険金の額

（Ｄ）は、（Ｂ）の償却補填経費の原因となる求償権について、代位弁済を行った額（ただ

し、基金協会が保険金の支払いの請求をするときまでにその被保証者に対する求償権（弁済

をした日以後の利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償に係る部分を除

く。）を行使して取得した額を控除した残額とする。）

４ 基金協会は、代位弁済により取得した求償権について、その回収に努めるものとする。
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第５ 関係書類の整備

事業実施主体及び助成対象者は、事業終了年度の翌年度から起算して５年間、本事業の実

施に係る、次に掲げる関係書類等を整理保存しておくものとする。ただし、本事業により取

得し、又は効用の増加した財産で交付規則等に定める処分制限期間を経過しない場合におい

ては、５の施設管理関係書類を整理保存するものとする。

１ 予算関係書類

（１）事業実施に関する議会（総会等）の議事録及び代行施行を選択した場合にあっては代行

施行によることの理由書

（２）予算書及び決算書

（３）分（負）担金賦課明細書

（４）その他

２ 工事施工関係書類

（直営施行の場合）

（１）実施設計書及び出来高設計書

（２）工事材料検収簿及び同受払簿

（３）賃金台帳及び労務者出面簿

（４）工事日誌及び現場写真

（５）その他

（請負施行、委託施行及び代行施行の場合）

（１）実施設計書及び出来高設計書

（２）入札てん末書

（３）請負契約書

（４）工事完了届及び現場写真

（５）その他

３ 経理関係書類

（１）金銭出納簿

（２）分（負）担金徴収台帳

（３）証拠書類（見積書、請求書、入出金伝票、領収書、借用証書、園芸施設共済共済金支払

通知書等）

（４）その他

４ 往復文書

交付申請から実績報告に至るまでの申請書類並びに交付決定に当たっての書類及び設計書

等

５ 施設管理関係書類

（１）管理規程又は利用規程

（２）財産管理台帳

（３）その他

第６ フォローアップ

事業実施主体は、被災支援計画に位置付けられた助成対象者の経営状況の把握に努め、関

係機関及び融資機関並びに基金協会等との連携により、助成対象者の気象災害による農業被

害からの復旧等に向けた取組に対するフォローアップに努めるものとする。

第７ 留意事項等

１ 本事業の実施に当たって、事業実施主体は、助成対象者が虚偽の申請をしたことが判明し

た場合には、都道府県知事にその旨を報告するとともに、当該助成対象者に対し補助金の全

額を返還させるなど適切な措置を講じるものとする。

なお、その際に事業実施主体は、都道府県知事と必要な調整を行うものとし、指導・助言

を受けるものとする。
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２ 都道府県知事は、１による報告を受けたとき及び事業実施主体に対して指導したときは、

地方農政局長に報告するものとする。

３ 地方農政局長は、２の報告を受けたときは、必要に応じ都道府県知事及び事業実施主体に

対し、指導・助言するものとする。
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別紙様式第２－１号

Ⅰ　被災の状況と復興方針

Ⅱ　成果目標

Ⅲ　地域農業の経営改善を図るための取組

Ⅳ　施設整備計画

１　融資活用型補助・追加的信用供与補助計画 （単位：円）

経営体

円

２　附帯事務費

［市町村附帯事務費の具体的内容］

計

追加的信用供与補助事業
保証希望融資額：

F

融資活用型補助事業

市町村附帯事務費

区　　　分

事業費
負担区分

備　　考補助金
都道

府県費
市町村費 その他

対象経営体負担経費

G=A+B+C
+D+E+F

融資 自己負担

A B C D E

事業費
負担区分

適否
（市町村：Ⅱの１の

事業費の0.4％以内
補助金

都道
府県費

市町村費 その他
Z=a+b
+c+d a b c d

具体的な使途

平成　年度被災農業者経営支援計画書

事業実施主体都道府県名 市町村名 事業実施年度 目標年度

（注１）事業実施要綱別記２の第１の２の（１）のイの（ア）のｄについて、別途経営局長が定める事業内容において農業用機械の整備が対象となる場合
に記載すること。
（注２）（別添1）融資等活用型補助事業対象経営体調書のうち「Ⅴ　農業経営の状況の（２）農業経営の改善を図るための取組」の目標を設定してい
る助成対象者の総計を記載すること。

項目

農業経営の改善に関する取組

被災前の経営体数
被災後の経営体数

（計画時）
成果目標項目

復旧後の経営体数
（計画）

被災農業者の農業経営の維持

被災前の経営体数
被災後の経営体数

（計画時）
復旧後の経営体数

（計画）
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Ⅴ　事業実施主体の概要

〔添付資料〕

１．（別紙様式第２－１号別添1）融資等活用型補助事業対象経営体調書

２．計画位置図

　計画位置図は、既存の市町村地形図等を用い、次の要領で作成するものとする。
（１）市町村を黒色の実線で囲む。（地図が市町村限定の場合は除く。）

４．事業実施主体が定める本補助金の交付に関する規定又は要綱等

５．その他都道府県知事が必要と認める資料

３．対象経営体が法人、特定農業団体、集落営農組織、その他任意団体の場合は、当該団体の定款、規約、構成員の状況及びその
他経営状況

が分かる資料

担当者名等
（役職）

電話･FAX
（氏名）

所在地

構成団体名 事務局を担当する組織の名称

代表者名

（２）施行位置は、対象経営体ごとに色分けして図示し、実線を引いて余白面に当該事業の対象経営体名、事業内容を表示する。
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様式第２－１号別添１

Ⅰ　被災の証明

１　対象となる被害

（注）該当する場合にチェックをいれる。

（１）市町村 （２）都道府県

(注)上記１の（１）及び（２）については、各市町村、都道府県において、助成対象者を取りまとめた一覧表として証明していただくことも可能

Ⅱ　園芸施設共済 Ⅲ　消費税及び地方消費税の確定申告の状況

Ⅳ　事業内容等

0

担保措置
の有無

園芸施設共済
のうち特定園芸
施設及び附帯
施設の共済金
支払額の合計

□

□

□

Ｈ

0 補助対象外

0

地方単独事業（補助金分）活用状況

その他

着工（契約）
(予定)年月日

0

資金調達計画（円）

No 助成対象者 住　　　　所

□ 別途経営局長が定める農業被害に該当

　本事業で助成対象とした整備内容の消費税及び地方消費税の確定申
告の状況について、該当する項目に必ず「１」を記入してください。

●●県

役職・代表者名 印

　　Ⅳに掲げる施設に係る園芸施設共済加入の有無

園芸施設共済に加入している施設がある□

Ⅳの地方公共団体による予算の上乗せ措置（単独事業含む。補
助金分）活用状況のうち都道府県分について間違いありません。

①Ⅳに掲げる施設は、上記の被害を受けていることを
証明します。
②また、Ⅳの地方公共団体による予算の上乗せ措置
（単独事業含む。補助金分）活用状況のうち市町村分
についても間違いありません。
③実施要綱別記２の第１の２の（１）のイの（ア）のｄが、
別途経営局長が定める事業内容において、助成の対
象となる場合、耐用年数の経過したもの（農業用機械）
及び修繕により利用できるもの（農業用機械及び附帯
施設）は含まれていません。（③については、事業内容
により削除）

発行団体名 ●●県 ●●市

役職・代表者名

発行団体名

施工住所

印

（注）園芸施設共済への加入状況について、該当する項目
の□にチェックを入れること。

助成金

0

0

0

0 0

3

本則の課税事業者として申告することが判明している

簡易課税事業者として申告する又は課税事業者でないことが判明している

上記のいずれかに該当するか判明していない

□ 全く園芸施設共済に加入している施設がない

事業内容
（施設名、規模等）

竣工(予定)
年月日

計
Ｄ＝Ｅ＋ＦＣ

0

0

0

融資

0 0

融資等活用型補助事業対象経営体調書

2

代表者名
（法人等の場合に記載）

事業費（円）No

No

1

補助対象外

補助対象外

Ｇ＝B/A

1

2

A

証明日：平成　　　年　　　月　　　日証明日：平成　　　年　　　月　　　　日

共済金支払通
知書の関連する

棟番号

0

3

00

市町村単独
事業

Ｆ

助成率
（％）

B

都道府県単
独事業

Ｅ

自己資金

0計
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(注）「担保措置の有無」の欄は、融資のための担保に供する場合、□にチェックを入れること。

Ⅴ　農業経営の状況

（１）農業経営の維持

（２）農業経営の改善を図るための取組

Ⅵ　融資の概要及び追加的信用供与補助事業の活用計画

□ □

□ □

(注）いずれかの□にチェックを入れること。なお、機関保証利用の有無については、融資機関及び農業信用基金協会の審査によって希望に

　添えない場合があることに留意すること。

農業用機械を導入する場合には、「被災施設の建設時における国庫補助事業の活用状況欄」のうち「実施年度欄」に国庫補助事業の活
用の有無にかかわらず被災前の農業用機械の導入年度を入力すること。

融資②融資①

追加的信用供与補助事業の活用を希望する

□

共済金支払通知書の棟番号欄は、農業共済組合又は共済事業を実施する市町村から発行される共済金支払通知書の関連する棟番号
を記載すること。

資金調達のうち融資の概要

項目

農業経営の維持

国庫補助事業

年度

農業信用基金協会に
よる機関保証の利用（※）

償 還 年 数

追加的信用供与補助事業の活用を希望しない

平成　　年　　月　　日融資審査の進捗状況

融　 資 　名

平成　　年　　月　　日

追加的信用供与補助事業の活用を希望する

借入予定

追加的信用供与補助事業の活用を希望しない

融資金額（円）

借入予定

項　　　目

金融機関名

□ 該当する

実施年度

原形復旧に該当するか否か
（被災施設建設時に国庫補

助利用かつ再建の場合記入）

□

□ 該当する

（注１）事業実施要綱別記２の第１の１の（１）のイの（ア）のｄについて、別途経営局長が定める事業内容において農業用機械の整備が対象とな
る場合に記載すること。
（注２）気象災害による農業被害の実施後及び実施前と比較し、以下に掲げるいずれかの農業経営の改善に関する目標を設定すること。
　（例）①経営規模の拡大、②農産物の品質向上、③生産コストの縮減、④新規作物の導入等
（注３）注２の設定に当たっては、定量的な目標設定とすること。
（注４）注２の設定に当たっては、事業実施主体及び市町村と相談の上、地域の実情にあった取組としての目標設定とすること。

項目

農業経営の改善に関する目標
（目標：　　　　　　　　　）

備考被災後被災前

国庫補助事業名

該当しない□3

□ 該当する

□ 該当する

□ 該当する

1

2

該当しない

□ 該当しない

引き続き農業経営を継続する場合にチェックを入れてください。

年度

年度

□ 該当する

助成金の額は、事業費の１０分の３に相当する額、事業費から地方単独事業による補助金の額と融資額を控除した額のいずれか低い額を
限度とします。
なお、園芸施設共済に加入している施設については、助成金の額と共済金支払額の２分の１に相当する額の合計額は、事業費の２分の１
が上限です。

備考No

被災施設の建設時における国庫補助事業の活用状況
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別紙様式第２－２号

平成○年度被災農業者経営支援計画成果目標妥当性等協議申請書

番 号

年 月 日

○○農政局長 殿

北海道にあっては、農林水産省経営局長

沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長

都道府県知事 ○ ○ ○ ○ 印

経営体育成支援事業実施要綱（平成23年４月１日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通

知）別記２の第１の４の（２）のウの規定に基づき下記地区における成果目標等について関係書

類を添えて協議する。

記

市町村名

（注）関係書類として、被災農業者経営支援計画書（別紙様式第２－１号）及び都道府県別実施

計画（別紙様式第２－３号）を添付すること。

なお、被災農業者経営支援計画書の添付書類については、原則として不要とするが、融資

活用型補助事業対象経営体調書（別紙様式第２－１号別添２）及び地方農政局長が必要と認

める資料について添付すること。
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Ⅰ
　

県
別

実
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計
画

（
注

）
都
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県
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。

［
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府

県
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務
費

の
具

体
的

な
使

途
］

具
体

的
な

使
途

都
道

府
県

附
帯

事
務

費

計

（
２

）
市

町
村

附
帯

事
務

費

（
１

）
都

道
府

県
附

帯
事

務
費

２
　

附
帯

事
務

費
適

否
（
都

道
府

県
：
１

の
事

業
費

の
1
.7

%
以

内
市

町
村

：
１

の
事

業
費

の
0
.4

％
以

内
）

経
営

体

（
２

）
追

加
的

信
用
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与

補
助

事
業

保
証

希
望

融
資

額

円

（
１

）
融

資
等

活
用

型
補

助
事

業

１
　

事
業

費

都
道

府
県

別
実

施
計

画
（
被

災
農

業
者

向
け

経
営

体
育

成
支

援
事

業
）

区
分

事
業

費
G

=
A
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B

+
C

+
D

+
E
+
F

負
担

区
分

備
考

補
助

金
A

都
道

府
県

費
B

市
町

村
費

C
そ

の
他

D

対
象

経
営

体
負

担
経

費
融

資 E
自

己
負

担
F
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Ⅱ
　

事
業

完
了

（
予

定
）
年

月
日

平
成

年
月

日

Ⅲ
　

収
支

予
算

（
精

算
）

(１
)　

収
入

の
部

(２
)　

支
出

の
部

〔
添

付
資

料
〕

１
．

都
道

府
県

が
定

め
る

本
補

助
金

の
交

付
に

関
す

る
規

程
又

は
要

綱
等

２
．

（
別

紙
様

式
第

２
－

３
号

別
添

１
）
融

資
等

活
用

型
補

助
事

業
実

施
内

容
（
内

訳
）

　
　

（
別

紙
様

式
第

２
－

１
号

）
被

災
農

業
者

経
営

支
援

計
画

書
　

　
（
別

紙
様

式
第

２
－

１
号

別
添

２
）
融

資
等

活
用

型
補

助
事

業
対

象
経

営
体

調
書

3
．

地
方

公
共

団
体

単
独

事
業

を
活

用
し

て
い

る
場

合
は

、
当

該
概

要
が

分
か

る
資

料
4
．

そ
の

他
地

方
農

政
局

長
が

必
要

と
認

め
る

資
料

計

２
．

附
帯

事
務

費

（
２

）
追

加
的

信
用

供
与

補
助

事
業

（
１

）
融

資
主

体
型

補
助

事
業

円
円

円
円

１
．

事
業

費

区
分

本
年

度
予

算
額

前
年

度
予

算
額

比
較

増
減

備
考

（
本

年
度

精
算

額
）

（
本

年
度

予
算

額
）

増
減

計

そ
の

他

円
円

円
円

区
分

本
年

度
予

算
額

前
年

度
予

算
額

比
較

増
減

国
庫

補
助

金

備
考

（
本

年
度

精
算

額
）

（
本

年
度

予
算

額
）

増
減
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第
２

－
３
号
別

添
１

者
向

け
経

営
体

育
成

支
援

事
業

実
施

内
容

（
内

訳
）

保
証
希
望

融
資
額
(
円
)

(
千

円
)

1
0

0
0

0
補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0
0

0
0

補
助
対
象
外

0

0

１
　
記
入
は
、
１
施
設
を
単
位
と
す
る
。

２
　
整
理
番
号
欄
の
あ
る
項
目
は
「
融
資
主
体
型
補

助
事

業
整

理
番

号
表

」
を

参
照

の
上

、
該

当
す

る
番
号
を
記
入
す
る
。

３
　
実
施
済
み
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
実
績
又
は
実

績
見

込
み

の
内

容
を

記
入

す
る

。

５
　
事
業
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
上
段
に

変
更

前
の

内
容

を
括

弧
書

き
で

記
載

し
、

下
段

に
変
更
後
の
内
容
を
記
載
す
る
。

計

融
資

概
要 機
関

保
証

活
用

状
況

施
設

名
称

及
び

規
模

等
融

資
（

資
金

）
種

類

原
形

復
旧

の
有

無
整

備
内

容
本
則
の
課

税
事
業
者
と

し
て
消
費
税

及
び
地
方
消

費
税
の
確
定
申

告
を
す
る
こ
と

が
判
明
し
て
い

る
場
合
は
「
1
」

を
記
入

事
業
費

（
円
）

助
成
率

（
％
）

特
定
園

芸
施
設
共

済
の
う
ち

特
定
園
芸

施
設
及
び
附
帯

施
設
の
共
済

金
支
払

額
の
合
計

（ 確 認 用 ）

整 理 番 号

※
○

棟
○

㎡

融
資
額

　
（
円
）

地
方
単
独
事
業
(
補
助
金
分
)
活
用
状
況

そ
の
他

（
円
）

（ 確 認 用 ）

整 理 番 号

整 理 番 号

整 理 番 号

整 理 番 号

（ 確 認 用 ）

助
成
金

　
（
円
）

４
　
備
考
欄
は
、
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
等
相
当
額

に
つ

い
て

、
こ

れ
を

減
額

し
た

場
合

に
は

「
除

税
額
○
○
○
円
　
う
ち
国
費
○
○
○
円
」

　
を
、
同
税
額
が
な
い
場
合
に
は
「
該
当
な
し
」
と

、
同

税
額

が
明

ら
か

で
な

い
場

合
に

は
「

含
税

額
」
と
そ
れ
ぞ
れ
記
入
す
る
。

経
営
改
善
目
標

設
定
の
有
無

地
区
毎

の
助
成

経
営
体

の
整
理

番
号

助
成

対
象

者
名

(
合

計
は

経
営

体
数

)

対
象

者
区

分

被
害

を
受

け
た

施
設

園
芸

施
設

共
済

加
入

の
有

無

融
　

資
　

等
　

活
　

用
　

型
　

補
　

助
　

事
　

業
 
及

 
び

 
追

 
加

 
的

 
信

 
用

 
供

 
与

 
事

 
業

 
の

 
内

 
容

事
業
名

経
営

改
善

目
標

を
設

定
し
た
場

合
、
１
を
記

入

（ 確 認 用 ）

（ 確 認 用 ）

共
済
金
支

払
通
知
書

の
関
連
す

る
棟
番
号

除
税
額

　
（
円
）

（
活

用
す

る
場

合
「

1
」

を
記

入
）

追
加

的
信

用
供

与
事

業
費

国
庫
補
助
事
業
の

活
用
の
有
無

計

（
円
）

都
道
府

県
単
独

事
業

（
円
）

市
町
村

単
独
事

業
（
円
）

(確 認 用 )

（ 確 認 用 ）

整 理 番 号

（ 確 認 用 ）

追
加
的
信
用

供
与
事
業
活

用
の
有
無

整 理 番 号

整 理 番 号

自
己
資

金

（
円
）

金
融

機
関

備
考
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○
融

資
等

活
用

型
補

助
事

業
・

追
加

的
信

用
供

与
事

業
整

理
番

号
表

①
対

象
者

区
分

③
園

芸
施

設
共

済
加

入
の

有
無

⑤
整

備
内

容
⑥

金
融

機
関

⑦
融

資
（

資
金

）
種

類

番
号

区
分

番
号

区
分

番
号

施
設
等
名

備
考

番
号

名
称

番
号

資
金
名

1
農

業
者

1
加
入
し
て
い
る

1
ハ
ウ
ス

1
農
協

1
近
代
化
資
金

2
農
業

者
の
組
織
す
る
団
体

2
加
入
し
て
い
な
い

2
育
苗
施
設

2
農
協
連

2
改
良
資
金

3
果
樹
棚

3
農
林
中
金

3
就
農
支
援
資
金

②
被

害
を

受
け

た
施

設
等

④
原

形
復

旧
の

有
無

4
集
出
荷
施
設

4
政
策
公
庫

4
公
庫
資
金
（
ス
ー
パ
ー
Ｌ
）
直
貸

番
号

施
設
等
名

備
考

番
号

区
分

5
畜
舎
（
肉
用
牛
）

5
沖
縄
公
庫

5
公
庫
資
金
（
ス
ー
パ
ー
Ｌ
）
転
貸

1
ハ

ウ
ス

1
原

形
復

旧
に

該
当

す
る

6
畜
舎
（
養
豚
）

6
銀
行

6
公
庫
資
金
（
そ
の
他
）
直
貸

2
育

苗
施
設

2
原

形
復

旧
に

該
当

し
な

い
7

畜
舎
（
養
鶏
）

7
信
用
金
庫

7
公
庫
資
金
（
そ
の
他
）
転
貸

3
果

樹
棚

8
畜
舎
（
酪
農
）

8
信
用
組
合

8
一
般
資
金
（
プ
ロ
パ
ー
資
金
）

4
集

出
荷
施
設

9
畜
舎
（
そ
の
他
）

9
都
道
府
県

5
畜

舎
（
肉
用
牛
）

1
0

そ
の
他
畜
産
関
係
施
設

1
0

市
町
村

⑧
過

去
の

実
施

事
業

6
畜

舎
（
養
豚
）

1
1

そ
の
他
施
設
等

そ
の
他

番
号

区
分

7
畜

舎
（
養
鶏
）

1
2

農
業
用
機
械

機
械

1
国
庫
補
助
事
業
を
活
用
し
て
い
る

8
畜

舎
（
酪
農
）

2
国

庫
補

助
事

業
を

活
用

し
て

い
な

い

9
畜

舎
（
そ
の
他
）

畜
産
・

酪
農

関
係

生
産
・
流
通

関
係

畜
産
・
酪
農

関
係

生
産
・

流
通

関
係
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別紙様式第２－４号

番 号

年 月 日

○○県（都道府）知事 殿

（○○市（町村）長 殿）

○○市（町村）長 印

（経営体名

代 表 者 氏 名 印）

平成○○年度経営体育成支援事業（被災農業者向け経営体育成支援事業）に係る

交付決定前着工届の提出について

平成○年度被災農業者経営支援計画に基づく別添事業について、下記条件を了承の上、交付金

交付決定前に着工したいので届け出ます。

記

１ 交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変の事由によって実施した事業に損失を生じた場

合、これらの損失は、事業実施主体（助成対象者）が負担すること。

２ 交付決定を受けた交付金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異

議がないこと。

３ 当該事業については、着工から交付金交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更

は行わないこと。

別 添

助成対象者名 事業内容 事業費 着工予定 竣工予定 理 由

（機械等名、規模、台数等） 年 月 日 年 月 日
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別紙様式第２－５号

年 月 日

○○市（町村）長 殿

経営体名

代 表 者 氏 名 印

平成○○年度経営体育成支援事業（被災農業者向け経営体育成支援事業）に係る

着工（契約）届の提出について

平成○年度被災農業者経営支援計画に基づく事業について、下記のとおり着工（契約）を届け

出ます。

記

整備内容（機械・施設名等）

事業費（円）

契約年月日

完了予定年月日

注：工程表等を添付すること。
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別紙様式第２－６号

年 月 日

○○市（町村）長 殿

経営体名

代 表 者 氏 名 印

平成○○年度経営体育成支援事業（被災農業者向け経営体育成支援事業）に係る

竣工（納入）届の提出について

平成○年度被災農業者経営支援計画に基づく事業について、下記のとおり機械・施設等の整備

が完了しましたので届け出ます。

記

整備内容（機械・施設等名）

事業費（円）

着工（契約）住所

着工（契約）年月日

完了年月日

関係法令検査年月日

○○法

竣工検査年月日

引き渡し年月日

請負等業者

工事監理者

注１：「関係法令検査年月日」欄から「工事管理者」欄までは施設等工事を伴う場合のみ記入す

ること

２：必要に応じ、請負人等から完了届の写しを添付すること。
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別紙様式第２－７号

年 月 日

○○市（町村）長 殿

経営体名

代 表 者 氏 名 印

平成○○年度経営体育成支援事業（被災農業者向け経営体育成支援事業）で

取得又は効用の増加した施設等の処分の承認申請について

平成○○年度において経営体育成支援事業で取得又は効用が増加した施設等を処分（目的外使

用、譲渡、交換、貸付、担保）する必要が生じましたので、下記のとおりその承認を申請します。

記

１ 承認申請に係る機械・施設の概要

（１）機械・施設の所在地

（２）機械・施設の構造、規格、規模等

（３）事業費（うち助成金）

（４）取得年月日

２ 承認申請の理由

３ 承認申請に係る事項

（１）処分予定時期

（２）処分（目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保）の概要

ア 施設等の処分方法及び処分後の利用（稼働）計画

イ 処分に伴う条件等 （例）処分に伴う助成金相当額について返納致します。

ウ 処分額又は処分するために必要とする改造等の内容及び所要事業費

（３）その他

[添付書類]

１ 財産管理台帳の写し

２ その他市町村長が必要と認める書類

（注）交換の場合にあっては、３の（３）を（４）とし、（２）の次に次の事項を追加する。

（３）交換の対象機械・施設の概要

ア 機械・施設の所在地

イ 機械・施設の構造、規格、規模等

ウ 取得予定価格及び取得方法

エ 機械・施設の利用計画

オ 交換に伴う条件等
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別紙様式第２－８号

番 号

年 月 日

○○市（町村）長 殿

経営体名

代 表 者 氏 名 印

平成○○年度経営体育成支援事業（被災農業者向け経営体育成支援事業）で取得

又は効用の増加した施設等の災害報告について

平成○○年度において経営体育成支援事業（被災農業者向け経営体育成支援事業）で取得又は

効用が増加した施設等が災害（例：台風○○号）により被災したので、報告いたします。

記

１ 被災機械・施設の概要

（１）地区名

（２）機械・施設の所在地

（３）機械・施設の構造及び規格、規模等

（４）事業費

ア 補助金

イ その他の負担金

（５）取得年月日

２ 災害の概要

（１）災害の原因

例： 年 月 日台風第○○号による強風

（○○気象台調べ ○時○分 ｍ／ｓ（瞬間風速））

（２）被災の程度

例：○○㎡の被覆材及びパイプの破損

破損見積額

３ 被害見積価格（復旧可能なものにあっては、復旧見込額）

４ その他（災害復旧計画及び資金計画）

［添付資料］

１ 支援計画の写し

２ 財産管理台帳の写し

３ 管理運営規程

４ その他市町村長が必要と認める書類
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別紙様式第２－９号

番 号

年 月 日

○○市（町村）長 殿

経営体名

代 表 者 氏 名 印

平成○○年度経営体育成支援事業（被災農業者向け経営体育成支援事業）で取得

又は効用の増加した施設等の増築（模様替え、移転、更新等）届について

平成○○年度において経営体育成支援事業（被災農業者向け経営体育成支援事業）で取得又は

効用が増加した施設等を増築（模様替え、移転、更新等）したいので、下記のとおり届け出ます。

記

１ 増築の理由

２ 増築に係る施設等の概要

（１）地区名及び○○取組名

（２）施設等の所在地

（３）施設等の構造、規格、規模等

（４）事業費

ア 補助金

イ その他の負担額

（５） 取得年月日

３ 増築の概要

（１）増築

（例：増築 鉄骨スレート葺 ○○㎡ 事業費 ○○○ 千円

増設 ○○ライン ○○箱／日処理 事業費 ○○○ 千円）

（２）事業費の負担区分

（３）着工予定時期

（４）増築の効果

［添付資料］

１ 被災支援計画の写し

２ 処理能力計算書

３ 経営収支計画

４ 建物平面図及び側面図並びに増設配置図

５ 財産管理台帳の写し

６ その他都市町村長が必要と認める書類
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別紙様式第２－10号

Ⅰ　経営体の確保に関する成果目標

Ⅱ　地域農業の経営改善を図るための取組

〔記入要領〕

１ 　「被災前の経営体数」及び「被災後の経営体数（計画時）」欄は、被災支援計画（別紙様式第1号）の「被災前の

 　経営体数」及び「被災後の経営体数（計画時）」欄の内容を記入する。

２　Ⅰ 経営体の確保に関する成果目標の「復旧後の経営体数（実績）」欄は、事業実施年度末に営農を継続している経営体数を記入する。

３　Ⅱ　地域農業の経営改善を図るための取組の「復旧後の経営体数（実績）」欄は、事業実施年度末に農業経営の改善を図るための取組を

　実施している経営体数を記入する。

被災農業者向け経営体育成支援事業目標達成状況報告書

都道府県名 市町村名 事業実施年度 事業実施主体

成果目標項目 被災前の経営体数
被災後の経営体数

（計画時）
復旧後の経営体数

（実績）

被災農業者の農業経営の確保

項目

農業経営の改善に関する取組

被災前の経営体数
被災後の経営体数

（計画時）
復旧後の経営体数

（実績）
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別紙様式第２－10号別添１

　　　３　目標年度を超えて継続して評価を実施する場合も、同様とする。

（注）１　都道府県知事は、本様式を地方農政局長（北海道にあっては経営局長、沖縄県にあっては内
閣府沖縄
　　　　総合事務局長。以下同じ。）へ報告する際、事業実施主体から提出された報告書に添付するも
　　　２　成果目標等が未達成であり、事業実施主体に対して指導を行った地区の場合は、所見(評価)
と合わせて
　　　　指導内容を記入し、目標等が達成している地区の場合は「―」を記入する。

被災農業者向け経営体育成支援事業目標達成状況報告書（市町村）

都道府県名

承認年度 市町村名 都道府県の点検（評価）における所見(評価)及び指導内容
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別紙様式第２－10号別添２

農政局名

　　　３　目標年度を超えて継続して評価を実施する場合も、同様とする。

（注）１　地方農政局長は、本様式を経営局長へ報告する際、都道府県知事から提出された報告書に添
付する
　　　　ものとする。
　　　２　成果目標が未達成の地区のみについて記入し、都道府県知事から事業実施主体に対して指導
内容を
　　　　踏まえた所見(評価)及び指導内容を記入する。

被災農業者向け経営体育成支援事業目標達成状況報告書（都道府県）

承認年度 都道府県名 市町村名
都道府県の点検（評価）における所見(評価)及び指導内容を

踏まえた地方農政局等の所見(評価)及び指導内容
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